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第１章 総則 

（趣旨） 

第１ 国立大学法人名古屋工業大学（以下「本法人」という。）において発注する工事，製造若し

くは役務の請負契約又は物品の供給，その他契約については，国立大学法人名古屋工業大学会

計規程（平成 16年４月 1日制定。以下「会計規程」という。），国立大学法人名古屋工業大学

契約事務取扱規則（平成 16年４月 1日制定。以下「契約事務取扱規則」という。）その他別の

定めによるほか，この要項の定めるところによる。 

（定義） 

第２ この要項において「契約担当役」とは，会計規程第６条第１項第１号に規定する契約担当

役をいう。 

２ この要項において，「電子情報処理組織」とは，情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成 14年法律第 151号）第６条第１項に規定する電子情報処理組織をいう。 

（一般競争参加者の資格等） 

第３ 一般競争に参加する者の必要資格，資格審査の申請の時期・方法等及び資格制限の基準並

びに指名競争に参加する者の必要資格及び資格審査の申請の時期・方法等並びに特別の事情が

ある場合における指名競争に参加する者の必要資格，審査基準及び指名基準については，別に

定める。 

（入札保証金の納入等の明示） 

第４ 契約担当役は，一般競争入札のための公告をするときは，入札保証金（その納入に代えて

提供される担保を含む。以下同じ。）の全部を納めさせない場合を除き，当該公告において，

当該入札について入札保証金を納入すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方

（会計規程第 35条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。）が契約書の取りか

わしをしないときは，本法人に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。 



２ 前項の規定は，指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合に

おいて，同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と，「当該公告」とあるのは「当該公

示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。 

（入札保証金の納入手続き） 

第５ 契約担当役は，一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者（以下「競

争加入者」という。）に入札保証金（入札保証金として納入させる担保が第２項に規定するも

のである場合を除く。）を納入させるときは，入札保証金納入書に入札保証金を添えて，提出

させなければならない。 

２ 契約担当役は，入札保証金として納入させる担保が銀行又は契約担当役が確実と認める金融

機関の保証書であるときは，競争加入者に当該保証書を入札保証金納入書に添付して提出させ，

遅滞なく，当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければ

ならない。 

３ 契約担当役は，前２項の規定による入札保証金及び入札保証金納入書等の提出があったとき

は，調査のうえ，競争加入者にこれを封書に入れ密封させ，かつ，その封皮に，入札保証金が

現金であるときはその金額，入札保証金として納入させる担保の種類に応じ必要な事項並びに

競争加入者の氏名（法人の場合は，その名称又は商号）を明記させなければならない。 

（入札保証金等の還付） 

第６ 契約担当役は，一般競争入札又は指名競争入札（以下｢競争入札｣という。）について入札

保証金を納入させている場合において，競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは，契

約の相手方となるべき者以外の者に対しては速やかにこれを還付し，契約の相手方となるべき

者に対しては当該競争入札に係る契約書を取りかわした後（契約書を作成しないときは，契約

事項の履行を開始した後）にこれを還付しなければならない。 

（競争執行の日時及び場所） 

第７ 契約担当役は，競争を執行する場合において，品質，性能等の同等性の立証をさせるため，

技術審査を行うためその他必要と認めるときは，入札書の受領最終日時以降において合理的と

認める日時を開札日時とすることができる。 

２ 契約担当役は，競争を執行する場合は，公告又は公示及び指名通知書に示した日時及び場所

において開札をしなければならない。 

（入札場の自由入退場の禁止） 

第８ 契約担当役は，競争加入者（その代理人を含む。以下同じ。）及び入札執行事務に関係の

ある職員以外の者を入札場に入場させてはならない。 

２ 契約担当役は，特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか，競争加入者でいった

ん入場した者の退場を許してはならない。 

（競争入札の延期又は廃止） 

第９ 契約担当役は，競争加入者が相連合し，又は不穏の挙動をする等の場合で，競争入札を公

正に執行することができない状況にあるものと認めたときは，当該競争入札を延期し，又はこ

れを廃止することができる。 

（入札の執行） 



第１０ 契約担当役は，競争入札を執行しようとする場合は，次に掲げる事項を記載した入札書

を競争参加者又はその代理人（以下「競争加入者等」という。）より提出させなければならな

い。 

一 件名 

二 入札金額 

三 競争加入者本人の住所，氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）及び

押印 

四 代理人が入札する場合は，競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は，その名称又は

商号及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 

２ 契約担当役は，競争加入者等が入札書に記載する事項を訂正する場合には，当該訂正部分に

ついて競争加入者が押印しておかなければならないことを，あらかじめ，入札説明書等におい

て周知しておかなければならない。 

３ 契約担当役は，代理人が入札するときは，あらかじめ競争加入者等から代理委任状を提出さ

せなければならない。 

４ 契約担当役は，競争加入者に入札書を提出させるときは，当該入札書を封書に入れ密封させ，

かつ，その封皮に氏名（法人の場合は，その名称又は商号）を明記させ，当該封書を入札執行

の場所に提出させなければならない。 

５ 契約担当役は，競争加入者等に電子情報処理組織を使用する方法により入札書を提出させる

ときは，前項の規定にかかわらず，当該入札書をその内容が認知できない方法により，入札執

行の場所に提出させなければならない。 

（無効の入札書） 

第１１ 契約担当役は，契約事務取扱規則第 22条に該当する入札書があったときは，当該入札書

を無効のものとして処理することを，あらかじめ，入札説明書等において周知しておかなけれ

ばならない。 

（落札者の決定） 

第１２ 契約担当役は，予定価格以内の価格で最低の価格の有効入札をした者を，落札者とする。

ただし，契約担当役が特に必要と認めた場合は，この限りでない。 

２ 契約担当役は，落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは，直ちに，当該

入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。 

３ 前項の場合において，開札に出席しない者又はくじを引かない者があるときは，契約担当役

は，当該者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。 

（契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない

場合の基準等） 

第１３ 契約担当役は，予定価格が１千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約に

おいて，最低価格の入札者の入札価格が次の各号に掲げる基準に該当し，その金額では当該契

約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合には，当該最低価格の入

札者を直ちに落札者としないものとする。 

 一 工事の請負契約については，競争入札ごとに予定価格の 10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 まで



の範囲内で，予定価格算出の基礎となった直接工事費，共通仮設費，現場管理費及び一般管

理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格で

あった場合 

 二 製造請負契約については，予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下回る

入札価格であった場合 

 三 前各号の規定を適用することができないものについては，競争入札ごとに，工事の請負契

約の場合においては 10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 までの範囲内で，製造その他の請負契約の

場合においては２分の１から 10 分の８までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争

の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合 

（最低価格の入札者の調査） 

第１４ 契約担当役は，前条に規定する契約に係る競争が行われた場合は，落札決定を留保し，

当該最低価格の入札者が当該契約の相手方として適正かどうかについて調査しなければならな

い。 

２ 前項の調査の結果，当該最低価格の入札者が当該契約の相手方として適正でないと認めたと

きは，その調査の結果及び調査者の意見を記載した書面を契約審査委員会に提出しなければな

らない。 

３ 契約担当役は，契約審査委員会の審査の結果，当該最低価格の入札者を落札者とすることが

不適当であると判断した場合には，予定価格の範囲内において，次順位者を落札者とするもの

とする。 

（契約書の作成及び契約保証金の納入時期） 

第１５ 契約担当役は，競争入札を執行し，契約の相手方が決定したときは，契約の相手方とし

て決定した日から７日以内（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と

認める期間）に，契約の相手方と契約書の取りかわし（契約事務取扱規則第 41条の規定による

請書その他これに準ずる書面（以下「請書等」という。）の徴収）をし，及び契約の相手方に契

約保証金を納入させなければならない（会計規程第 37条第１項ただし書きの規定により契約保

証金（その納入に代えて提供される担保を含む。以下同じ。）の全部を納めさせない場合を除

く。）。 

２ 契約担当役は，随意契約をする場合において，当該契約について契約書を作成するとき，又

は契約保証金を納入させるときは，速やかに，契約の相手方と契約書の取りかわしをし，又は

契約の相手方に契約保証金を納入させなければならない。 

（契約保証金の納入手続き） 

第１６ 契約担当役は，契約の相手方に契約保証金を納入させるときは，次の各号により，当該

各号に定める手続きをさせるとともに，当該各号に掲げる書面等を契約保証金納入書に添えて

提出させなければならない。 

一 契約保証金として納入させるものが現金であるときは，契約の相手方に，当該現金を本法

人取引銀行に振り込ませ，当該振込を証明する書面を提出させること。 

二 契約保証金として納入させる担保が，第３項の規定による有価証券であるときは，当該有

価証券を提出させること。 



三 契約保証金として納入させる担保が，第４項の規定による銀行又は確実と認める金融機関

の保証であるときは，当該保証を証する書面を提出させ，遅滞なく，当該保証をした銀行又

は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。 

四 契約保証金として納入させる担保が，第５項の規定による公共工事の前払金保証事業に関

する法律（昭和 27年法律第 184号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業

会社」という。）の保証であるときは，当該保証を証する書面を提出させ，遅滞なく，当該保

証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。 

２ 前項第２号の場合において，契約担当役は，契約上の義務履行前に契約保証金として納入さ

れた小切手がその提示期間を経過することとなるときは，関係の出納役に連絡し，当該出納役

をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ，又は当該小切手に代わる契約保証

金を納入させなければならない。 

３ 第１項第２号に規定する担保は次の各号に掲げるものとする。 

一 銀行が振り出し若しくは保証をした小切手 

二 契約担当役が確実と認める金融機関（出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する

法律（昭和 29年法律第 195号）第３条に規定する金融機関をいう。以下同じ。）が振り出し

若しくは保証をした小切手 

４ 第１項第３号に規定する担保は，銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証とする。 

５ 第１項第４号に規定する担保は，公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27年法律第 

184号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保証とする。 

（履行保証保険契約） 

第１７ 契約担当役は，契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険

契約を結んだ場合には，当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。 

（公共工事履行保証証券） 

第１８ 契約担当役は，契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には，当

該保証を証する証券を提出させるものとする。 

（契約保証金の帰属） 

第１９ 第 16の規定により納入された契約保証金（その納入に代えて提供された担保を含む。以

下同じ。）は，これを納入した契約の相手方がその契約上の義務を履行しないときは，本法人

に帰属する。ただし，損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは，その定

めたところによるものとする。 

（契約保証金の還付） 

第２０ 契約担当役は，契約の相手方が契約保証金を納入している場合において，契約上の義務

を履行したときに，契約の相手方の請求書に基づき，これを還付するものとする。 

 

第２章 工事請負契約 

（工事請負契約基準） 

第２１ 契約担当役は，工事に関する請負契約（以下「工事請負契約」という。）を結ぶ場合は，

契約の履行について別記第１号の国立大学法人名古屋工業大学工事請負契約基準（以下「工事



請負契約基準」という。）を内容とする契約を結ばなければならない。ただし，その一部につ

いてこれにより難い特別の事情がある場合は，当該部分を除外することができる。 

２ 契約担当役は，特別の事情がある場合には，工事請負契約基準に定めるもののほか，必要な

事項について契約を結ぶことができる。 

（契約書） 

第２２ 契約担当役は，工事請負契約の契約書（以下この章中において「工事請負契約書」とい

う。）を作成する場合は，契約事項として，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 請負に付する工事の表示 

二 請負代金額 

三 各会計年度における請負代金の支払の限度額（国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。） 

四 各会計年度における請負代金の支払の限度額に対応する各会計年度の出来高予定額（国庫

債務負担行為に係る契約の場合に限る。） 

五 施工場所 

六 着工時期 

七 完成期限 

八 工事を施工しない日又は時間帯（工事を施工しない日又は時間帯を定める場合に限る。） 

九 工事完成通知書の提出先 

十 請負代金の支払をすべき回数 

十一 前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使

途に使用禁止の特約（前金払をする場合に限る。） 

十二 請負代金（部分払金及び前払金を含む。）の請求書提出先 

十三 契約保証金の額（契約の相手方が保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保

険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表

示，又は契約保証金を納入しない場合にあってはその旨の表示） 

十四 工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項（保険

契約をさせる場合に限る。） 

十五 工事請負契約基準によるべき旨の表示 

十六 契約に関する紛争の処理方法 

十七 工事請負契約書記載外事項の処理方法 

十八 その他工事請負契約に関し必要な事項 

（工事費内訳明細書及び工程表） 

第２３ 契約担当役は，工事請負契約を結んだときは，当該契約を結んだ日から 15日以内に，受

注者から本法人の指定する工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし，

契約担当役が必要と認めない場合は，この限りでない。 

（工事既済部分価格内訳書） 

第２４ 契約担当役は，工事の既済部分について，契約に基づき部分払をしようとするときは，

あらかじめ，受注者から本法人の指定する工事既済部分価格内訳書を提出させなければならな

い。 



（公共工事の請負代金の前金払の制限） 

第２５ 契約担当役は，保証事業会社の保証がある場合においても，請負代金について前金払を

することが特に必要であると認められる場合又は本法人に有利であると認められる場合のほか，

前金払をすることができない。 

２ 契約担当役は，前項の前金払をしようとするときは，受注者から保証事業会社の前払金の保

証契約証書を提出させなければならない。 

（通知書等の様式） 

第２６ 契約担当役は，工事請負契約に関して受注者が提出すべき次の各号に掲げる通知書及び

請求書は，本法人の指定する様式によるものを提出させなければならない。ただし，これによ

り難い事情がある場合は，この限りでない。 

一 工事完成通知書 

二 工事請負代金請求書 

三 工事請負代金部分払金請求書 

四 工事請負代金前払金請求書 

 

第３章 製造請負契約 

（製造請負契約基準） 

第２７ 契約担当役は，製造に関する請負契約（以下「製造請負契約」という。）を結ぶ場合は，

契約の履行について別記第２号の国立大学法人名古屋工業大学製造請負契約基準（以下「製造

請負契約基準」という。）を内容とする契約を結ばなければならない。ただし，その一部につ

いてこれにより難い特別の事情がある場合は，当該部分を除外することができる。 

２ 契約担当役は，特別の事情がある場合には製造請負契約基準に定めるもののほか，必要な事

項について契約を結ぶことができる。 

（契約書） 

第２８ 契約担当役は，製造請負契約の契約書（以下この章中において「製造請負契約書」とい

う。）を作成する場合は，契約事項として，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 請負に付する製造の表示 

二 請負代金額 

三 製造の引渡場所 

四 実施場所 

五 着手時期 

六 製造完成期限 

七 製造完成通知書の提出先 

八 請負代金の支払をすべき回数 

九 前金払いをすべき金額及び時期（前金払をする場合に限る。） 

十 請負代金（部分払金及び前払金を含む。）の請求書提出先 

十一 契約保証金の額（契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契

約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納入しない場合にあっては，その旨



の表示） 

十二 製造請負契約基準によるべき旨の表示 

十三 契約に関する紛争の処理方法 

十四 製造請負契約書記載外事項の処理方法 

十五 その他製造請負契約に関し必要な事項 

（製造費内訳書） 

第２９ 契約担当役は，製造請負契約を結んだときは，当該契約を結んだ日から 15日以内に，製

造請負契約の相手方から製造費内訳書を提出させなければならない。ただし，契約担当役が必

要と認めない場合は，この限りでない。 

 

第４章 物品供給契約 

（物品供給契約基準） 

第３０ 契約担当役は，物品の供給に関する契約（以下「物品供給契約」という。）を結ぶ場合

は，契約の履行について別記第３号の国立大学法人名古屋工業大学物品供給契約基準（以下「物

品供給契約基準」という。）を内容とする契約を結ばなければならない。ただし，その一部に

ついてこれにより難い特別の事情がある場合は，当該部分を除外することができる。 

２ 契約担当役は，特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか，必要な事

項について契約を結ぶことができる。 

（契約書） 

第３１ 契約担当役は，物品供給契約の契約書（以下この章中において「物品供給契約書」とい

う。）を作成する場合は，契約事項として，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 供給物品の表示 

二 代金額 

三 納入場所 

四 納入期限 

五 納品書の提出先 

六 代金の支払をすべき回数 

七 前金払いをすべき金額及び時期（前金払をする場合に限る。） 

八 代金（部分払金及び前払金を含む。）の請求書提出先 

九 契約保証金の額（契約保証金を納入しない場合にあっては，その旨の表示） 

十 契約に関する紛争の処理方法 

十一 物品供給契約基準によるべき旨の表示 

十二 物品供給契約書記載外事項の処理方法 

十三 その他物品供給契約に関し必要な事項 

 

第５章 賃貸借契約 

（賃貸借契約基準） 

第３２ 契約担当役は，物品の賃貸借に関する契約（以下「賃貸借契約」という。）を結ぶ場合



は，契約の履行について別記第４号の国立大学法人名古屋工業大学賃貸借契約基準（以下「賃

貸借契約基準」という。）を内容とする契約を結ばなければならない。ただし，その一部につ

いてこれにより難い特別の事情がある場合は，当該部分を除外することができる。 

２ 契約担当役は，特別の事情がある場合には賃貸借契約基準に定めるもののほか，必要な事項

について契約を結ぶことができる。 

（契約書） 

第３３ 契約担当役は，賃貸借契約の契約書（以下この章中において「賃貸借契約書」という。）

を作製する場合は，契約事項として次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 賃貸借物品の表示 

二 賃貸借料金額 

三 納入場所 

四 賃貸借期間 

五 納品書の送付先 

六 賃貸借料の請求書送付先 

七 契約保証金の額（契約保証金を納入しない場合にあっては，その旨の表示） 

八 賃貸借契約基準によるべき旨の表示 

九 賃貸借契約書記載外事項の処理方法 

十 その他賃貸借契約に関し必要な事項 

 

第６章 役務請負契約 

（役務請負契約基準） 

第３４ 契約担当役は，役務に関する請負契約（以下「役務請負契約」という。）を結ぶ場合は，

契約の履行について別記第５号の国立大学法人名古屋工業大学役務請負契約基準（以下「役務

請負契約基準」という。）を内容とする契約を結ばなければならない。ただし，その一部につ

いてこれにより難い特別の事情がある場合は，当該部分を除外することができる。 

２ 契約担当役は，特別の事情がある場合には役務請負契約基準に定めるもののほか，必要な事

項について契約を結ぶことができる。 

（契約書） 

第３５ 契約担当役は，役務請負契約の契約書（以下この章中において「役務請負契約書」とい

う。）を作成する場合は，契約事項として，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 請負に付する役務の表示 

二 請負代金額 

三 実施場所 

四 履行期間 

五 完了通知書の提出先 

六 請負代金の支払をすべき回数 

七 前金払いをすべき金額及び時期（前金払をする場合に限る。） 

八 請負代金（部分払金及び前払金を含む。）の請求書提出先 



九 契約保証金の額（契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約

を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納入しない場合にあっては，その旨の表

示） 

十 役務請負契約基準によるべき旨の表示 

十一 契約に関する紛争の処理方法 

十二 役務請負契約書記載外事項の処理方法 

十三 その他役務請負契約に関し必要な事項 

（役務費内訳書及び役務実施計画表） 

第３６ 契約担当役は，役務請負契約を結んだときは，当該契約を結んだ日から 15日以内に，役

務請負契約の相手方から役務費内訳書及び役務実施計画表を提出させなければならない。ただ

し，契約担当役が必要と認めない場合は，この限りでない。 

 

第７章 労働者派遣契約 

（労働者派遣契約基準） 

第３７ 契約担当役は，労働者の派遣に関する契約（以下「労働者派遣契約」という。）を結ぶ

場合は，契約の履行について別記第６号の国立大学法人名古屋工業大学労働者派遣契約基準（以

下「労働者派遣基準」という。）を内容とする契約を結ばなければならない。 

２ 契約担当役は，特別の事情がある場合には労働者派遣約定事項に定めるもののほか，必要な

事項について契約を結ぶことができる。 

（契約書） 

第３８ 契約担当役は，労働者派遣契約の契約書（以下この章中において「労働者派遣契約書」

という。）を作成する場合は，契約事項として，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 派遣業務の表示 

二 派遣代金額 

三 派遣場所 

四 派遣期間 

五 派遣代金の請求書提出先 

六 契約保証金の額（契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約

を締結する場合にあっては，そのことの表示，又は契約保証金を納入しない場合にあっては，

その旨の表示） 

七 損害賠償責任事項及び免責事項 

八 契約解除に関する事項 

九 派遣元及び派遣労働者の秘密保持に関する事項 

十 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60年法律

第 88号）の遵守事項，及び派遣労働者の就労条件に係る必要な事項 

十一 個人情報に関する情報保護に係る必要な事項によるべき旨の表示 

十二 労働者派遣契約基準によるべき旨の表示 

十三 契約に関する紛争の処理方法 



十四 労働者派遣契約書記載外事項の処理方法 

十五 その他労働者派遣契約に関し必要な事項 

 

第８章 電磁的記録 

（電磁的記録による作成） 

第３９ この要項の規定により作成することとされている書類等（書類，報告書その他文字，図

形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

第 40において同じ。）については，当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子

的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で

あって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第 40 第１項において同じ。）

の作成をもって，当該書類等の作成に代えることができる。この場合において，当該電磁的記

録は，当該書類等とみなす。 

（電磁的方法による提出） 

第４０ この要項の規定による書類等の提出については，当該書類等が電磁的記録で作成されて

いる場合には，電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法をいう。次項において同じ。）をもって行うことができる。 

２ 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によって行われたときは，当該書類等の提出を

受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を

受けるべき者に到達したものとみなす。 

 

第９章 雑則 

（準用） 

第４１ この要項は，共同研究契約，受託・委託研究契約及び受託事業契約を除いた収入の原因

となる契約並びに雇用契約を除いたその他の支出の原因となる契約において準用する。 

（施行上必要な事項の定め） 

第４２ この要項の施行上必要な事項は，必要に応じて，別に定める。 

 

附 記 

この要項は，2022年 4月 1日から実施する。 

  附 記 

この要項は，2023年７月４日から実施し，2023年６月 26日から適用する。 

 

別記第１号 

国立大学法人名古屋工業大学工事請負契約基準 

 

別記第２号 

国立大学法人名古屋工業大学製造請負契約基準 

 



別記第３号 

国立大学法人名古屋工業大学物品供給契約基準 

 

別記第４号 

国立大学法人名古屋工業大学賃貸借契約基準 

 

別記第５号 

国立大学法人名古屋工業大学役務請負契約基準 

 

別記第６号 

国立大学法人名古屋工業大学労働者派遣契約基準 


